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１ 改正の理由  

  令和５年１２月１日に人事院規則１５－１４（職員の勤務時間、休日及

び休暇）の一部を改正する人事院規則（人事院規則１５－１４－４２）が

公布され、夏季休暇の使用可能期間が拡大されたことに伴い、本組合の職

員についても同様に休暇の措置を講じるため、所要の改正を行うものであ

る。  

 

２ 改正の概要  

  夏季休暇の使用可能期間を「７月から９月まで」から「６月から１０月

まで」に拡大する。  

 

３ 他自治体の類似する政策等  

  構成市及び県内の消防業務を所管する自治体等においても、夏季休暇の

使用可能期間拡大の措置を講じるため、条例改正を行う予定である。  

 

４ 市民参加の実施の有無とその内容  

  なし  

 

５ 関係法令、基本計画との整合性  

  人事院規則１５－１４（職員の勤務時間、休日及び休暇）の一部を改正

する人事院規則（人事院規則１５－１４－４２）  

 

６ 条例制定による予算措置  

  なし  

 

７ 添付資料  

  新旧対照表  


